
　　　　　　　　　　保健・福祉・医療

　　　　　　　　　　教育・文化

　　　　　　　　　　生活環境

　　　　　　　　　　産業

　　　　　　　　　　地域自治・地域連携

　　　　　　　　　　男女共同参画（ジェンダー平等）

　　　　　　　　　　行財政

第２章
後期基本計画本論





表の見方

　基本計画では分野毎に課題を抽出し，課題解決に向けての取組を示しています。
各項目の内容は，次のとおりです。

【課題】

本計画の指針に基づいて分

野ごとに課題を抽出したも

の。

【現状と必要性】

課題に対する現状と課題解

決の必要性を示したもの。

【KPI】

課題に対する達成度を表す

もの。目標値は5年後の

2028年とします。

※町民意識調査の調査項目

から選定。

【SDGｓ】

SDGsのどのゴールに主に

関連するかを示しています。

【課題】

【現状と必要性】

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

【基本計画】

■〇〇への支援

　将来像〇：□□が育っている

Ⅰ 〇〇への支援
　主な施策
　① △△の充実

令和６年度～令和10年度

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段が
2018年度設定した目標値、下段
が達成値となる。

基準値

(2018年度)

目標値・　　

達成値

(2023年度)

目標値

(202８年度)

⇒ ⇒

⇒ ⇒

事　業　計　画 期　間

Ａ－１　

福祉

　

関連する計画

【分野】

本計画の基本方針を７つの分野で展開する

①保健・福祉・医療　②教育・文化　③生活環境

④産業　⑤地域自治・地域連携

⑥男女共同参画（ジェンダー平等）　⑦行財政

【基本計画】

課題への取組を示していま

す。

・基本的な計画と主な施策

・せとうち未来展望2050

　将来像達成に向けた施策

・施策を実施する期間

・施策に関連する個別計画
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【課題】

【現状と必要性】

　（障がい者の現状）
　・全国一律に定められた障がい福祉サービスと市町村独自に定めた障がい福祉サ
　　ービスがあるが，独自の障がい福祉サービスにおける人材と財源の不足により，
　　すべての障がい福祉サービスを提供できていない状況にある。

　　に安心して快適に暮らすことのできるまちづくりを進めることが必要である。

　（地域福祉活動の必要性）

　・生活基盤となる就業機会や就労しても収入が少ないことから生活保護率も高い
　　水準で推移している。
　・関係機関が連携し，状況に応じた多様な”働く”を実現する必要がある。
　・高齢者や生活困窮者のほか，町民一人ひとりが「生きがい」を感じながら，活
　　躍できる”場”を創出する必要がある。
　・町民参画のもとに人にやさしいまちづくりを進め，豊かな福祉社会を築いてい
　　くためには，地域のボランティア活動等に対する意識の醸成や活動基盤の充実
　　を図ることが必要である。
　・すべての町民が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていく為には，それぞれ
　　が相互扶助の原点に立ち返り，"我が事・丸ごと"として，高齢者や障がい者(児)
　　や母子・父子家庭に対する支援，生活困窮者への総合的な支援，児童の健全な
　　育成などに積極的に取り組む地域福祉社会を構築することが求められる。

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

　・社会の一員として障がい者の人権が尊重され，すべての町民が家庭や地域で共

50.0 
38.0 
40.0 
22.4 

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段
が2018年度設定した目標値、
下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　高齢者が自立していきいき暮らしている 32.5 ⇒ ⇒ 57.5 

　障がいのある人が社会参加し，自立している 18.0 ⇒ ⇒ 44.5 

Ａ－１　多様な人々が活躍する環境が整っていない

福祉
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【基本計画】

　■多様な人々への支援

Ⅰ 障がい者（児）への支援

　① 障がい者（児）福祉の充実

　　障がい者を対象とした特別な施策を講じるだけ

　　共生する社会の実現につながることを目的とし

　　た，様々な施策の推進に努める。

　　奄美地区地域自立支援協議会との連携

Ⅱ 地域福祉社会の推進

　① 我が事・丸ごと支え愛事業

　　しごと部会・相談支援部会・住まい部会をとお

　　して，就業・経済・住居などの複合的課題を支

　　援する。

　② 就労機会等の提供

　　北大島くらし・しごとサポートセンターを通じ

　　た就業支援を実施。また，瀬戸内町社会福祉協

　　などを通じた就労支援を実施している。

　　「民生安定資金」貸付の実施

　③ ユニバーサルデザインの推進

　　高齢者や障がいを持つ人が，不便なく安全・快

　　適に暮らすことができるような環境づくりを進

　　めるため，公共施設や公園などで誰もが利用し

　　やすく，わかりやすいデザインを採用する。

　④ 地域福祉活動の推進

　　地域における福祉活動を支える体制づくりを支
　　援する。社会福祉協議会と連携し，身近な地域
　　福祉ネットワークの形成を図る。

　　・民生委員，児童委員

　　・地域づくり推進委員

　　・身体障がい者相談員

　　・知的障がい者相談員

令和６年度～令和10年度

　　でなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら

　　障害者自立支援医療費事業，障害者自立支援費事業

　　地域生活支援事業，重度心身障害者医療費補助事業

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

　　議会では「瀬戸内町しゃきょう無料職業紹介所」

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

事　業　計　画 期　間

　

関連する計画

「瀬戸内町障害者計画」「障害児福祉計画」
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【課題】

【現状と必要性】

　（高齢者福祉の現状）
　・高齢者人口は3,245人で高齢者の一人暮らしは1,602世帯と半数以上が一人暮ら
　　しとなっている。
　・急激な少子・高齢化の進行による核家族化，高齢者世帯の増加等に伴い，家庭に
　　おける介護機能の低下や，地域社会における連帯意識の希薄化が進んでいる。
　　※２～３人で１人の高齢者を支えていたのが，１人で１人の高齢者を支えるとい
　　　った状況になることも予想される。

【ＫＰＩ】 　

 

【ＳＤＧｓ】

国勢調査（2020年） 　将来人口推計（2050年）

60.0 
37.5 

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段
が2018年度設定した目標値、
下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　介護が必要状態になった場合，適切な
　公的サービスを受けることができる

41.7 ⇒ ⇒ 57.3 

福祉

Ａ－２　家族での介護が難しくなっている

25年後

福祉
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【基本計画】

　■医療・介護・福祉の連携による対象者への支援

　　将来像①：みんなが安心して暮らし，それぞれに合った働き方をしている

Ⅰ 介護予防の推進

　① 地域包括ケアシステムの推進

　　高齢者が住み慣れた地域で安心して，自分らし

　　い暮らしを続けられるよう，医療・介護・予防・

　　生活支援・住まいが一体的に提供される地域包

　　括ケアシステムの構築の実現をめざす。
　② 介護予防・日常生活支援
　　要介護状態または要支援状態となることの予防
　　を目的に，各種予防教室を開催する。ミニサロ

　　地域における生活支援に取組む。

Ⅱ 認知症施策の推進

　① 医療・介護連携のネットワークの構築

　　認知症高齢者を地域で“気づき”“つなぎ”

　　“支える”ための仕組みづくりを整える。

　　また，認知症になっても住み慣れた地域で生活

　　を継続できるよう，医療，介護及び生活支援を

　　行うサービスが有機的に連携したネットワーク

　　を形成する。

Ⅲ 地域支え合いの体制づくりの推進

　① 生活支援体制の充実

　　多様な生活支援サービスの供給体制を構築し，

　　高齢者を支える地域支え合いの体制づくりを推

　　進する。生活支援コーディネーターの配置。

　②社会参加の促進

　　各種団体と連携し，高齢者の社会参加の促進と

　　活動機会の充実を図る。

　　老人クラブ活動，シルバー人材センター活動，

　　子育て支援もポイントアップ！元気度アップ！

　　推進事業

 

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

　　ンや海カフェ等の多様な地域資源の活用を図り，

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度
　　高齢者が地域で自立した生活を維持できるよう，

令和６年度～令和10年度

 

事　業　計　画 期　間

　

関連する計画

「瀬戸内町老人福祉計画・介護保険事業計画」
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【課題】

【現状と必要性】

　（医療体制の現状）
　・町内の無医地区において，地域に暮らす住民の医療不安の軽減が必要である。
　・広大な行政区域を抱えているなかでの医師や看護師等・医療資源の確保が困難
　　な現状にある。
　・人口が減少しても地域医療を提供しなければならないという公立医療機関の責
　　任において，地域住民が納得する医療体制が必要である。

　（持続可能な医療体制）
　・医師や看護師等医療資源の確保が困難な状況である。
　　本町のへき地診療所は現在，鹿児島県および鹿児島大学病院との連携体制により
　　医師を確保できておりますが，今後の社会状況の中で確実に医師を確保できる保
　　証はない。
　・地域医療機関相互の機能の分担・連携を推進する必要がある。
　・医療従事者の過酷な就業状態を緩和するため，働き方の改善策を講じる必要が
　　ある。
　・医療を確保しつつ，いかに医療体制維持にかかる経費を抑えて，持続可能な地域
　　医療体制を確保するか検討していかなければならない。
　・へき地診療所は，施設の老朽化が進み，維持補修に多額の費用を要する。
　　人口減少が進行するなかで持続可能な地域医療体制を再構築することが必要で
　　ある。

【へき地診療所】昭和57年完成
　耐用年数が39年のところ，令和５年現在で42年が経過

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

80.0 
12.3 

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段
が2018年度設定した目標値、
下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　病床稼働率 55.0 ⇒ ⇒ -

福祉

Ａ－３　住民が求める医療が提供できていない

　　　　　医療の維持が難しくなっている

福祉
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【基本計画】

　■医療・介護の連携・拡充

Ⅰ 地域医療体制の確保

　① 無医地区対策

　　西方地区・加計呂麻島・請島・与路島における

　　巡回診療の実施　

　　池地・与路診療所においては，看護師を1名づ

　　つ配置し，島民の安心安全を図る。

　　荒天時で交通機関の利用ができない場合も

　　診療ができるよう遠隔診療システムの導入

　　を図る。

（巡回診療車両）

　② 医師の確保

　　鹿児島県および鹿児島大学病院との連携体制に

　　より医師の確保を図る。

Ⅱ 在宅医療・介護連携の推進

・医療サービスと介護サービスを併せて必要とする

慢性疾患の高齢者や認知症高齢者等が住み慣れた地

域でできるだけ生活を継続できるように医療機関と

介護サービス事業所の有機的な連携を図り多職種・

多機関の連携支援体制を推進する。

（瀬戸内町在宅医療・介護連携推進協議会）

　 　

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

　　・鹿児島県地域医療構想をもとにした施策の展開

令和６年度～令和10年度

事　業　計　画 期　間
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【課題】

【現状と必要性】

　（子どもを産み育てる環境の現状）　
　・町内に出産ができる病院等がない。
　・妊娠・出産時に訪れる病院等への交通費・治療費の経済的負担が大きい。
　・不妊に悩む夫婦の精神的負担の軽減を図る必要がある。
　・妊娠・出産，乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり，気運の醸成が必要
　　である。
　・町内で妊娠・出産，子育てができる環境を整備し，子育てにやさしい地域づくり
　　に取り組む必要がある。

　・出生数および合計特殊出生率が減少している。

※合計特殊出生率とは一人の女性

　が出産可能とされる15歳から

　49歳までに生む子供の数の平均

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

45.0 
27.1 
65.0 
62.5 

　保健・福祉・医療

出生数の推移 合計特殊出生率の推移

平成20年～
平成24年

2.06

平成25年～
平成29年

1.92

平成30年～
令和4年

1.82

※2023年度については、上
段が2018年度設定した目標
値、下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　安心して子どもを産み育てる環境が整っている 27.9 ⇒ ⇒ 50.1 

　次世代を担う子どもたちが健やかに成長している 49.1 ⇒ ⇒ 76.5 

福祉

Ａ－４　安心して子どもを産み育てる環境が整っていない

福祉
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【基本計画】

　■出産・子育て支援の充実

　　将来像①：みんなが安心して暮らし，それぞれに合った働き方をしている

Ⅰ  安全で安心して妊娠と出産ができる環境の充実

　① 妊娠・出産の支援

　　不妊治療費，交通費助成等

　　する。専門医による妊婦等検診を実施する。

　　本町内でも安全で安定した妊娠と出産ができる

　　環境づくりに向け，関係機関と共に取り組む。

Ⅱ 子育て支援の充実

　① 母子保健の充実

　　産前・産後サポート，産後ケア， 新生児訪問

　　乳幼児健診，乳幼児医療等

　② 児童生徒の福祉の充実

　　出産祝い金等の支給，０歳から１８歳までの医

　　療費助成金，養育医療費の支給，予防接種等

　　準要保護児童・生徒扶助，一時預かり事業

　③ 幼児期における教育

　　幼児教育の無償化。

　　幼・保と小の連携.

　　高丘保育所，幼稚園教育等。

Ⅲ 総合的な幼児教育の実現

　① 認定こども園等整備

　　生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児教育を

　　重要視する。

Ⅳ 母子寡婦・父子家庭の生活支援の充実

　① 経済的支援

　　母子・父子家庭の経済的自立と生活の安定化

　　を促進

　　ひとり親家庭医療費助成，児童扶養手当支給

令和６年度～令和10年度

　　妊娠期から出産にわたる期間を切れ目なく支援

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

事　業　計　画 期　間

　

関連する計画

「子ども・子育て支援事業計画」
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【課題】

【現状と必要性】

　（救急医療の地域格差）

　・３つの離島があり，東西に長く平地が少ない立地に多くの集落が点在するなかで，

　　医療機関等への受診に時間を要している。

　・無医地区対策については，人口減少という状況下において医療を確保することが

　　必要である。

　・奄美ドクターヘリのランデブーポイントについては，ドクターヘリ運航の安全性

　　と利便性及び救命率の向上を図るため，適正に維持管理していく必要がある。

　・救急医療については，ドクターヘリの運航に伴い昼間の救急対応は整ってきてい

　　るが，夜間の救急のあり方について検討する必要がある。

　・ドクターヘリは，昼間の運航のみとなっているため，運航しない夜間や，ドクタ

　　ーヘリ要請対象外の救急事案については，令和元年度に整備した救急患者搬送艇

　「おおとり」と高規格救急自動車の連携した出動で対応する必要がある。

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

75.0 

64.5 

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段
が2018年度設定した目標値、
下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　消防・救急体制が整っている 61.9 ⇒ ⇒ 76.7 

福祉

Ａ－５　医療・介護の地域格差がある

福祉
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【基本計画】

　■医療・介護の地域格差の是正

　　将来像①：みんなが安心して暮らし，それぞれに合った働き方をしている

Ⅰ 救急艇の整備

　① 救急患者搬送艇「おおとり」の運用

　　３離島のほか，本島側西方地区においても，救

　　患者搬送艇「おおとり」と高規格救急自動車の

　　連携した迅速な出場体制を維持し，管理運用に

　　努め，必要な高度救急医療資器材等の充実を図

　　る。

　　（救急患者搬送艇おおとり）

Ⅱ ランデブーポイントの維持管理

　① ドクターヘリ離着陸場の維持管理

　　運航の安全性・利便性及び救命率の向上を図る。

　　※ランデブーポイントとは，医師や看護師を乗

　　　せたドクターヘリが離着陸する場所

（ドクターヘリ）

Ⅲ 遠隔診療の実施

　① 地域間の医療格差を軽減

　　ICTを活用した遠隔診療システムを導入するこ

　　とにより地域間の医療格差を軽減する。

　

　

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

事　業　計　画 期　間
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【課題】

【現状と必要性】

　（本町の平均寿命の推移）　
　・本町の平均寿命は経年的にみると，男女ともに徐々に高くなってきているが，
　　男性の平均寿命は国平均より下回っており，女性は国平均とほぼ同じになっ
　　ている。

　（生活習慣病の状況）
　・特定健診受診率は，36％であり（県平均42％）生活習慣からのメタボリック
　　シンドローム該当者が，年々増えてきている。
　　高血圧・糖尿病が増えている。
　　健康管理の意識啓発を図り，個人・家庭・地域において健康づくりに取り組む
　　ことが必要である。
　・町民の健康寿命の延伸と生活の質の向上が図れるように，一人ひとりの健康意
　　識の向上による生活習慣の改善や，個人を支える良好な社会環境の整備などか
　　ら健康づくりを推進していく必要がある。

【ＫＰＩ】 　

【ＳＤＧｓ】

55.0 
44.3 

　保健・福祉・医療

※2023年度については、上段
が2018年度設定した目標値、
下段が達成値となる。

基準値
(2018年度)

目標値・　　
達成値

(2023年度)

目標値
(202８年度)

　みんなが主体的に健康づくりに取組んでいる 30.7 ⇒ ⇒ 62.1 

福祉

Ａ－６　健康づくり活動の推進　

福祉

78.7
79.2

80.4 

79.2

80 80.1
79.6

80.8
81.5

平成22年 平成27年 令和2年

平均寿命（男性）

瀬戸内町 鹿児島県 全国

86.4

86.9

87.4

86.3

86.8

87.5

86.4

87

87.6

平成22年 平成27年 令和2年

平均寿命（女性）

瀬戸内町 鹿児島県 全国
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【基本計画】

　■健康づくり活動の推進

Ⅰ 健康寿命の延伸

　　各種がん検診（肺がん・胃がん・腹部超音波検
　　査大腸がん・乳がん・子宮頸がん・前立腺がん）
　　骨粗しょう症検診，肝炎ウイルス検診
　　心不全リスク検診

　　調整（予約制がん検診，夜間・休日検診）
　② 病気の発症及び重症化の予防
　　健康検査の結果等のデータ分析を踏まえ，また，
　　医療機関と連携を持ちながら対象者に適した指
　　導・助言等を行い，病気の発症や重症化の予防
　　に取り組む。
　　・糖尿病重症化予防教室，高血圧予防教室
　　・CKD教室

Ⅱ ライフステージに合わせた健康づくり
　① 健康づくり増進
　　町民の健康寿命の延伸と生活の質向上を図るた
　　め，一人ひとりが健康を意識し，生活習慣の改
　　善を行い，健康を管理し，健康の保持・増進に
　　努める。
　　・肉体改造教室
　　・特定健診受診者に対するインセンティブ「せ
　　　とうちポイントカード満点券の付与
　　・子育て支援もポイントアップ！元気度アップ！
　　　推進事業
　② 高齢者無料乗車・乗船券の交付
　　高齢者の外出機会を増やし，介護予防・健康増
　　進を促進する。
 
Ⅲ 地域ぐるみの支え合いづくりの推進
　① 健康なまちづくりのための環境整備
　　生活習慣病の予防や要介護状態の予防には個人
　　の意識だけでなく取り巻く周囲の環境が重要。

　① 各種検診の推進 令和６年度～令和10年度

　　ライフスタイルに合わせた検診スケジュールの

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

令和６年度～令和10年度

事　業　計　画 期　間

　

関連する計画

「健康せとうち２１」「データーヘルス計画」
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